
令和３年６月３日（木）

山本一太群馬県知事

定例記者会見



本日の主な項目

◯ 県央ワクチン接種センター（仮称）

◯ 直近の感染状況

◯ 感染症対策事業支援金



Ｇメッセ群馬 （展示ホール）

６月下旬 ～ ９月末まで運用

県央ワクチン接種センター（仮称）



県央ワクチン接種センター（仮称）の概要

一般の方を開設当初より受入
（エッセンシャルワーカー等、優先順位をつけて）

対 象

最大で１万人/日を目指す
（2千～3千人/日からスタート）

規 模

接種の加速化
（９月末まで短期集中的に）

目 的



接種場所に関する主な考え方（当面の間）

県央ワクチン接種センターを活用
【６月下旬から】

一 般

市町村 （かかりつけ医など）
高齢者

【７月末完了】



さらなる医療人材の確保に向けて

＜明日6/4開催＞
第２回県営ワクチン接種センター運営体制協議会

＜全庁体制＞
幹部レベルでの直接の呼びかけ×事務レベルでの説明会

医療機関との連携

市町村との連携



不要不急の （一部抜粋）東毛ワクチン接種センター運用状況

1,849人（6月２日現在）

※太田市、邑楽町、大泉町については、各市町において受付調整

受付期間 ～ 6/14（月）

接種期間 ～ 6/21（月）

対 象 者 東毛地域の高齢者

予約方法 県公式ＬＩＮＥ※

２．予約受付

１．接種実績



（一部抜粋）県内の高齢者ワクチン接種率
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1日の接種数 6,044人（5/25(火)） 8,823人（6/1(火)）【 ＋ 2,779人 】

( 6/1時点 )



308人

新規感染者数の推移
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項目 基準の内容 現在値
(6/2)

前回値
(5/26)

前々回値
(5/19)

１

感
染
状
況

(1)新規感染者数 1日平均 ２０人 22.7人 47.4人 60.9人

(2)経路不明の感染者数 全体に占める割合 ５０％ 28.3% 38.0% 36.9%

(3) 検査の陽性率 平均 ７％ 3.5% 6.6% 7.9%

※各判断基準は、現状の医療提供体制を逼迫させないことを基にしているため、今後の体制整備の進展に合わせ、基準も変動します。
※(1)～(3)は1週間の移動平均。新規感染者は、公表ベース です。

警戒度移行の判断基準 ＜客観的な数値：感染状況＞



新規感染者の状況（年代別）

１週間（ 5/27～6/2 159人) 【参考】１か月（5/3～6/2 1686人）
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新規感染者の状況（推定感染経路別）

１週間（ 5/27～6/2 159人) 【参考】１か月（5/3～6/2 1686人）
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項目 基準の内容
現在値
(6/2)

前回値
(5/26）

前々回値
(5/19)

２

医
療
提
供
体
制

(1)重症例への
診療体制

①人工呼吸器使用
（76台中）

１／２
（38台）

18台 20台 15台

②うちＥＣＭＯ使用
（12台中）

１／３
（5台）

1台 2台 2台

(2)病床の稼働率
感染者用 確保病床の稼働率

（459床中）

警戒度４ ７０％以上

警戒度３ ４０％以上

警戒度２ １５％以上

警戒度１ １５％未満

39.0% 55.8% 60.9%

参

考

宿泊療養施設の
稼働状況

軽症者用 宿泊療養施設の
入居者数（971室中）

ー 104人 228人 242人

※各判断基準は、現状の医療提供体制を逼迫させないことを基にしているため、今後の体制整備の進展に合わせ、基準も変動します。

警戒度移行の判断基準 ＜客観的な数値：医療提供体制＞



【保健所管内別】10万人当たりの新規感染者数

２人／日以上

１～２人／日未満

0.5 ～ １人／日未満

０.１人／日未満

0.1 ～ ０.5人／日未満

保健所名 ( 管轄 ) 新規感染者

前橋市保健所管内
( 前橋市 )

1.8人／日

伊勢崎保健所管内
( 伊勢崎市・佐波郡)

1.6人／日

吾妻保健所管内
( 吾妻郡 )

1.6人／日

高崎市保健所管内
( 高崎市 )

0.9人／日

館林保健所管内
（館林市・邑楽郡）

0.8人／日

太田保健所管内
（太田市）

0.7人／日

桐生保健所管内
( 桐生市・みどり市 )

0.7人／日

藤岡保健所管内
（藤岡市・多野郡）

0.4人／日

渋川保健所管内
( 渋川市・北群馬郡 )

0.3人／日

安中保健所管内
（安中市）

0.2人／日

富岡保健所管内
( 富岡市・甘楽郡 )

0.2人／日

利根沼田保健所管内
( 沼田市・利根郡 )

0.0人／日

直近１週間（5/28～6/3）



昼カラオケ （2時間程度）他県へ帰省 友人とカラオケ

友人とＢＢＱ 県外から持ち込まれる



5月,6月の売上が30～50％未満減少した中小事業者など

【 対象事業者の例 】

食品加工、製造事業者、

流通関連事業者、旅行関連事業者
その他事業者 など

法人２0万円／月、個人事業者１0万円／月 【 ７月上旬申請受付開始 】

※ 時短要請協力金の対象となる飲食店等は支給対象外

対象事業者

※ 事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります

感染症対策事業継続支援金

前年又は

前々年

本年

50％ 30％

対 象

国制度

上限額

(売上)

（対前年又は前々年同月比）



（一部抜粋）
宿泊事業者への感染防止対策等支援事業

補助率

１施設あたり １／２以内

※「ストップコロナ！対策認定制度」の認定施設

対 象

※令和２年５月14日から遡って適用

対象事業者 対象経費

前向き投資に要する費用
宿泊事業者

感染症対策物品の購入費

※事業の実施に当たっては、予算案の成立が前提となります

施設規模 上限額 施設規模 上限額

1～9室 50万円 30～49室 300万円

10～29室 100万円 50室以上 500万円



群馬県多文化共創カンパニー認証制度

例
研究開発 販路拡大 リーダー抜擢 能力支援

認証事例は、tsulunos･SNS等で国内外へ情報発信

外国人材との共創に取り組む事業者を認証

募集期間 ６/４～７/3０



群馬県公式アプリ「G-WALK＋」

G-WALK＋(ジーウォークプラス)は

群馬県民の皆様の日々の健康づくり

をサポートするアプリです

ジーウォークプラス

6／1
リリース



初回放送
６月10日(木)

毎月第２木曜日
正午に配信！

県庁３２階動画放送
スタジオから生配信！


